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４ 北九州市の子どもの読書活動の課題 

 

第４次子ども読書プランによる各方針に基づいた具体的な施策を通して、多くの成果が

示されました。特に、児童生徒の不読率や、読書好きの割合は、全国平均よりも良好な状

況で推移し、子どもたちにとって、読書習慣が徐々に確立してきました。 

一方で、現在、社会的な傾向として大人の「読書離れ」が進んでいます。文化庁が令和

６年に行った調査で１か月に読む本の数(電子書籍を含む)を尋ねたところ、１冊も「読まな

い」と答えた人の割合は 62.6％にのぼり、ほぼ３人に２人が本を読まないことがわかりま

した。この傾向は、北九州市の子ども達にも確実に表れています。北九州市の子どもの読

書活動の実態は、以下の通りです。 

 

⑴ 読書量と図書館の利用頻度について 

【資料１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国学力・学習状況調査 児童生徒質問紙より（令和６年度は、文科省の全国調査なし） 

 

【資料２】 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度全国学力・学習状況調査 児童生徒質問紙より 
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【資料１・２】は、第４次子ども読書プランの期間中における、児童生徒の「不読率」およ

び「授業時間以外の１日当たりの読書量」を調査した結果を示しています。 

まず、「不読率」については、令和３年度から５年度にかけて、児童生徒ともに全国平均

よりも低くなっているものの、不読率自体は年々上昇しており、小学生の約２４％、中学生の

約３０％が、本を全く読まない状況にあります。           【資料３】 図書館利用頻度 

さらに、「授業以外の１日あたりの読書量」が、  

「１０分より少ない」子どもの割合を合わせると、 

１日のうち、ほとんど読書をしない児童生徒が４割 

近くいるということがわかりました。 

また、図書館の利用頻度については、【資料３】 

  に示す通り、小学生の約４割、中学生の約６割が 

全くいかないと答えており、週１回以上図書館を 

利用している児童生徒は、全体のわずか１０％程 

度に留まっています。子どもたちの読書離れととも 

に、図書館離れも進んでいることがわかります。  

 

 

 

 

 

   

⑵読書離れ、図書館離れの実態について 

読書離れの要因としては、一般的にスマートフォンやタブレットなどのデジタル機器の普

及により、ゲームや動画などのコンテンツに多くの時間を費やすようになっていることがあ

げられます。（資料４の「ネットで調べる」も一定数見られる）また、部活動や塾などで忙しく、

読書のための時間が限られていることや、本に対する興味・関心の低さなど、複数の要因

が絡み合っていると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料４】 

＜北九州市における子どもの読書活動の実態＞ 

 ◆ 不読率が上昇している 

 ◆ 読書時間（量）が少ない 

 ◆ 図書館の利用頻度が少ない 

子どもたちの読書離れ、図書館離
れの進行が懸念される 

 

【資料５】   
 本を読むことは大切だと思うか  （単位：％） 
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北九州市が実施した調査によると、【資料４】の通り、４０％近くの児童生徒が「本や図

書館に興味がない」と回答し、小学生の約２７％、中学生及び高校生（以下、中高生）の約

１８％が「読みたい本がない」と答えています。このことから、北九州市の子どもたちの読書

離れの主な要因として、本や読書に対する関心の低さがあげられます。さらに、「図書館に

行く時間がない」と回答した割合は、小学生が約３1％、中高生が約３７％に上がっており、

限られた時間の中で図書館を利用する意識が向かないことが、図書館離れにも影響して

いると考えられます。 

  一方で、【資料５】のとおり、「本を読むことは大切だと思う」と回答した割合が９５％に達

しており、その理由として「いろいろな知識が得られる」「想像力が豊かになる」「たくさん

の言葉が身に付く」などの意見があげられました。このことから、子どもたちは、読書の重

要性を理解しているものの、実際に本を手に取るきっかけを持てていないことがうかがえます。 

  したがって、今後は子どもたちの読書離れ、図書館離れを防ぎ、主体的に本を手にする

習慣を育むために、好きな本と出会うきっかけを増やしたり、読書の楽しさを実感できる機

会を提供したりする。また、もっと図書館の利用を楽しく、魅力的なものにするような施策を

行うことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 図書館や本の活用について 

 

【資料６】は、図書館の主な

利用目的について回答した内

容です。小学生は「本を読むこ

と」、中高生は「学習室を利用

すること」を主な目的としており、

それ以外の目的による図書館

利用が少ないこともわかりまし

た。【資料４】では、図書館を利

用しない理由の一つに、「面白

いイベントがない」という意見も

見られます。このことから、図書

館は、単に「本を読む」だけではなく、「調べものをする」、「のんびりする」など、多様な目

的で活用できることを周知するとともに、魅力あるイベント等の実施により、来館を促す取

組を積極的に行っていく必要があります。 

＜読書離れ・図書館離れの要因＞ 

 ◆ スマホなどデジタルコンテンツの利用や部活動などの多忙な生活 

 ◆ 本や読書に対する興味・関心の低下 

 

＜今後の課題＞ 

 ★ 好きな本と出会ったり、読書の楽しさを実感したりできるきっかけづくり 

★ 図書館の利用をもっと楽しむことができるようにするための工夫 

【資料６】 
（単位：％） 
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次に、本の活用について、「調べること」に着目すると、【資料７】の通り、本で調べる良さ

について様々な意見が見られました。しかし、実際に何か詳しく知りたい時や調べたい時に

は、ほとんどの人がインターネットに頼っていることがわかります【資料８】。したがって、図書

館の本を使って調べたり学んだりするよう、一層の啓発や工夫が必要です。 

特に、国の第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」において、これか

らの図書館の役割として、探究的な学習活動等に際し、子どもの多様な興味に応じ、図書

館資料を効果的に活用できるよう、情報収集を支援することが求められています。また、

「北九州市こどもまんなか教育プラン」（R６策定）では、市民の学びを支える図書館の機

能強化について、「市民の学びや課題解決の支援等を行う」としています。したがって、今

後の図書館の役割として、本を手段とした課題解決への支援を行うなど、子どもの学びに

役立てる取組が求められます。 

 

【資料７】  本で調べることの良さはなにか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料８】 何かを詳しく知りたいときに、どうやって調べるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％） 

（単位：％） 
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⑷ 図書館の多様な役割について 

【資料９】を見ると、子どもたちは、安心してくつろげる場所、言い換えれば家庭・学校以

外に第三の居場所となるサードプレイス的な存在を望んでいることがわかります。これは、

【資料１０】においても、小学生、中高生ともに「ゆっくり過ごせる・のんびり過ごせる」を選

択した割合が高いことからも、図書館に対して、本を読む、学習する場だけではなく、単に

いるだけで安心できる場所としての機能を求めていることがわかります。 

さらに、「北九州市こどもまんなか教育プラン」においても、図書館の機能強化に関して、

「多世代の居場所づくりなど多様なニーズに応える」とあります。よって、次期子ども読書プ

ランにおいては、子どもたちの実態や多様なニーズに応えることがますます求められていき

ます。 

【資料９】 学校や家庭以外でくつろげる場所があれば利用したいと思うか 

 

 

 

 

 

【資料１０】 どんなことができれば図書館に行きたいと思うか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図書館の利用目的が限定的＞ 

 ◆ 小学生は読書中心 中高生は学習室の利用が中心 
 ◆ これからの学び → 課題解決や探究的な学びへの支援が求められている  
 ◆ 子どもの意識調査・社会の要請から → 安全・安心な場の提供が求められてい
る 
 

＜今後の課題＞ 
    ★ 本を手段とした学びや課題解決への支援、学びの場、心の居場所など、 
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（単位：％） 

（単位：％） 

   「これからの図書館のあり方」に関するアンケートより 【資料４】【資料６】 

「北九州市子ども読書プラン」に関するアンケートより 【資料５】及び【資料７～資料１０】 
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５ 子どもの読書を取り巻く環境の変化 
 

１ 視覚障害者等の読書環境の推進に関する法律（読書バリアフリー法）について 

 

令和元年６月に、「障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて、文

字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現」に向けて、「視覚障害者等の

読書環境の推進に関する法律（読書バリアフリー法）」が公布・施行されました。同法の

趣旨の実現に向け、図書館では、子どもたちが自分のペースで学び、自己表現能力を

高め、持続可能な社会の実現に寄与する力を育てるため、電子書籍や音声対応、多言

語対応を進め、個々のニーズに応じた情報アクセスを提供すること、また、地域の図書館

との連携によって、多様な視点や文化に触れる機会を広げていくことが求められます。 

 

 

２ 令和の日本型学校教育について 

 

令和３年１月の「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供たちの可

能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現～（答申）」の中では、学びの

姿として、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現が求められ、中でも、多様な他

者と協働した探究的な学びの重要性が示されました。「令和の日本型学校教育」を実現

するためには、知識の単なる伝達を超え、主体的で対話的な深い学びを促進することに

より、子どもたちの問題解決能力や情報活用能力を高めることが必要です。 

特に探究的な学習を展開するにあたっては、ある課題について、学習者が主体的に情

報の収集を行います。これからの学びを支える図書館の役割は、信頼性の高い資料やデ

ータを提供する場、また、重要な情報収集の場として、ますます重要となります。 

 

【GIGA スクール構想】 

個別最適な学びと協働的な学びを実現するためには、ICT は必要不可欠であり、

GIGA スクール構想により配備された１人１台の端末の有効活用が求められています。     

高速インターネット環境が整い、子どもたちはデジタルライブラリーや電子書籍に容易にア

クセスし、時間や場所を問わず読書をすることが可能になり、興味に応じた読書体験が広

がります。また、読書記録や感想をデジタルで共有することで、他の生徒との交流が生ま

れ、読書への関心が深まるといった新たな楽しみ方が生まれています。 

令和３年より開設した子ども電子図書館は、いつでもどこでも読書できる機会を確保す

るとともに、一人一台端末の活用の幅を広げ、豊かな学びの機会を提供するツールとして、

今後も展開を図っていきます。 

    その際、デジタルならではの利便性と共に、紙媒体が持つ「温かさ」や五感で味わう読

書の魅力をバランスよく伝え、アナログとデジタルの両方の良さを活かした読書活動の啓

発を推進していく必要があります。  

 
 



 

                              

- 16 - 

３ 読書活動推進等に関する国や市の施策より 

 

＜国の動き＞ 

 
子どもの読書活動の推進に関する国の動きとして、主に次の二点があげられます。 

⑴第 6 次「学校図書館図書整備等 5 か年計画」（令和 4 年度～令和 8 年度） 

この計画は、学校図書館の整備充実を進め、児童生徒の学びを支援することを目的と
しています。 

〇 全ての公立小中学校等で、学校図書館図書標準の達成を目指す 
〇 計画的に図書を更新し、児童生徒が正しい情報に触れられる環境を整備する 

〇 学校図書館に複数の新聞を配備し、多様な情報源にアクセスできるようにする 
〇 学校司書の配置を推進し、学校図書館の運営改善と利用促進を図る 
以上を主な方針として定め、取組を進めることとしています。 

 
⑵第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」（令和５年３月策定） 

本計画の基本方針として、 
① 不読率の低減  
② 多様な子どもたちの読書機会の確保 

 ③ デジタル社会に対応した読書環境の整備  
④ 子どもの視点に立った読書活動の推進  

を掲げ、計画の推進にあたって、市町村では、教育委員会をはじめ、各部局、学校、図書
館、民間団体、関係者等の連携、協力によって、横断的な取組が行われるような体制整備

を図るよう努めることとしています。 
 
＜北九州市の動き＞ 

 
⑴「北九州市こどもまんなか教育プラン」（令和６年８月策定） 

    北九州市では、令和６年３月に北九州市基本構想・基本計画（新ビジョン）を策定し、目
指す都市像の実現に向けて、３つの重点戦略（「稼げるまち」、「彩りあるまち」、「安らぐま
ち」の実現）を掲げました。この新ビジョンとの整合を図りながら、市の教育行政に関する

目標や基本方針を定める北九州市教育大綱を令和６年４月に策定しました。 
    北九州市教育大綱では、「『こどもまんなか』で質の高い教育環境」※補足１参照の実現を

掲げ、これらの具体的な実現を図るために、「北九州市こどもまんなか教育プラン」を策定
しました。 

    このプランでは、「市民の学びを支える図書館の機能強化」をあげ、次の二点の推進が
示されました。 

〇 市民の学びや課題解決の支援等を行うとともに、学校とも連携して児童生徒の読書

活動の推進を図る 
〇 電子書籍の充実などの DXや読書バリアフリーの推進、多世代の居場所づくり※補足２

参照など多様なニーズに応えるとともに、安全・快適で誰もが利用しやすい施設の維持
に努めることとしています。 
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⑵ 「北九州市立図書館基本計画」（令和７年１月策定） 
  また、「北九州市こどもまんなか教育プラン」の個別計画の一つとして、社会の変化や

市民のニーズに対応し、より多くの市民に利用していただける図書館を目指すために、
「北九州市立図書館基本計画」を策定しました。 

   この計画では、「学び」「安らぎ」「つながる」図書館を目指す姿とし、取組方針の一つ

に、子どもや若者の読書活動の推進をあげ、学校等関係機関との連携や、読書活動推進
のイベントの充実などに取り組むようにしました。 

   子ども読書プランは、この基本計画の関連計画として位置づけられており、北九州市こ
どもまんなか教育プランや、図書館基本計画が示す方針との整合を図り、また関連付ける

こととなります。 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

＊補足１  ・・・・・ こどもまんなか社会の実現・・・・・ 
「こどもまんなか社会」とは、子どもたちの最善の利益を第一に考え、子どもに関する政策を

社会の中心に据えるという考え方です。この社会では、すべての子ども・若者が身体的・精神

的・社会的に幸せな状態で生活を送ることを目指しています。具体的な目標の一つに、 

〇 子どもたちの意見が尊重され、社会参画の機会が保障されること 

が示されています。 

子どもの読書活動の推進においても、子どもたちの意見が尊重され、多様な子どもたちそれ

ぞれのニーズに応えることができるような取り組みを進めていきます。 

厚労省より https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000897583.pdf 

 

＊補足２  ・・・・・ こどもの居場所づくりに関する指針 ・・・・・ 
「こどもの居場所づくりに関する指針」は、こども・若者が安心して過ごせる居場所を提供す

ることを目的として、令和 5 年 12 月に閣議決定され、こども家庭庁が発表しました。 

また、この指針では、図書館を含む地域資源を活用して、多様な居場所を創出することが推

奨されています。具体的には、図書館がこどもたちの安心できる居場所として機能するように、

地域と連携して取り組むことが求められています。 

  子ども家庭庁より 

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/

816b811a-0bb4-4d2a-a3b4-783445c6cca3/9dade72e/20231201_policies_

ibasho_09.pdf 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000897583.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/
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第３章 これからの子ども読書活動推進計画 

 

北九州市では、「北九州市子ども読書活動推進条例」や前計画に基づきこれまで

に実施してきた取組の成果や課題、近年の子どもの読書を取り巻く環境の変化を踏
まえ、これからの「子ども読書活動推進計画」の目指す姿、方向性、取組方針など

を次のとおり定めることとします。 

《読書の意義》 

●読書は、子どもの、新しいことを知りたい、理解したいという学びと成長の原動
力である知的好奇心を育みます。 

●読書は、「言葉の力をつける」、「自分ができないことを疑似体験できる」、「知ら
ないことを知る」、「他人の考えに触れる」、「自分を高める」など、様々な発見や
感動をもたらす楽しいものであり、子ども自身の世界を大きく広げてくれます。 

●生活、社会環境は日々目まぐるしく変化しており、インターネットやＳＮＳなど

を通じ、情報があふれる世の中で、自分で考え、判断し、主体的に生きていくた
めに、読書を通じ、生涯にわたって自発的に学ぼうとする習慣を身に付けていく
ことは重要です。 

●読書は、この世の中を乗り切っていくために必要な、読解力、表現力、思考力、
想像力、問題解決力など多くの「生きる力」を身に付けることに役立つ、大切な

ものです。 

 

１ 目指す姿《ビジョン》 
 

 

 
 

 
これは、第４次の計画から受け継ぐ「北九州市子ども読書プラン」の目指す姿

です。すべての子どもが、生活の中で身近に本を置き、勉強、スポーツ、レジャ
ーなどと同様に、生活の一部として、すすんで本を手に取って読む日常。さらに、

読書で感じたことを身近な友達や家族などと楽しく語り合い、分かちあう、その
ような日常がいたるところに生まれ、読書の輪が広がってほしいという願いを込
めています。 

前計画に込めた願いを受け継ぎ、引き続き、 
●本との出会いを楽しみにする子ども 

●本から学び、知ることの喜びを感じる子ども 
●読書の楽しさ、大切さを知り、それらを発信でき、生涯にわたって読書に親し
もうとする子ども 

が育っていくことを目指します。 

すべての子どもが、日々の生活の中ですすんで本を手に取って読み、
子ども同士や家族などと楽しく語り合う日常 
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２ ３つの方向性《ミッション》 

本計画では、先に示した目指す姿を実現するため、次のとおり３つの方向性を定

めます。 
 

方向性Ⅰ 学ぶ 
 

子どもたちが本を通じて知識を得ることで、自ら学ぶ楽しさを感じられるように

するため、「学ぶ」という方向性を定めました。 
現状では、本を学習や調査の手段として活用していない子どもが多く、本を読む

機会が限られています。 

図書館が多様な学びの場となり、本を通じて知識を広げ、心を豊かにし、自分自
身の成長を実感できるような「学ぶ」ための機会を提供します。 

 
 
方向性Ⅱ やすらぐ 
 

図書館を単なる情報提供の場だけでなく、心の拠り所としても活用できるように

するため、「やすらぐ」という方向性を定めました。 
図書館の利用が減少している背景には、居場所としての機能が十分に果たされて

いないことがあります。 
子どもたちが、好きな本に触れながら心穏やかな時間を持てるように、安心して

過ごせる場を創り出します。これにより、図書館の利用を促して、自然と読書につ

ながるようにします。 
 

 
方向性Ⅲ 楽しむ 
 

読書を楽しい活動として位置づけ、子どもたちが日常的に本に親しむ機会を増や
すため、「楽しむ」という方向性を定めました。 

読書は単なる学びの手段ではなく、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かに
し、人生をより深く生きる力を身に付けるために欠くことのできないものです。 

読書の楽しさを体験できる機会を提供することで、子どもたちが「読書コミュニ
ティ」※補足３参照の形成などを通じ、読書を通して他者と触れ合い、より豊かな生活
を送れるようにします。 

 
 

 
 
これらの方向性は、子どもたちが自主的に読書に親しみ、本を通じたコミュニケー

ションを活性化させるために定めます。それぞれの方向性が相互に作用することで、
目指す姿の実現に寄与します。 

＊補足３  ・・・・・ 読書コミュニティ・・・・・ 
読書に関心を持ち、読書に親しむ人々の集まり（共同体） 
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３ 取組の方針と成果指標 

【各発達段階における重点方針】 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  ●早期に本に親しむ習慣がつくよう、家庭や関係機関相互の連携を深める 
【成果指標１】市立図書館での読み聞かせやおはなし会の開催回数及び参加者数 

 

 

 
 

  ●絵本から児童書への円滑な移行をすすめる 

     ●読書の幅を広げ、日常的に読書に親しめるようにする 
【成果指標２】電子書籍を含め、月に１冊も本※１を読まない児童の割合   

 
 

      

●多様な目的やニーズに対応し、主体的に図書館や本を利活用して学び 

を広げることができるようにする 
【成果指標３】電子書籍を含め、月に１冊も本※２を読まない生徒の割合 

 

 
 

 
 

 

【成果指標４】市立図書館の利用（学習室や電子書籍、またはくつろげる場所として

の利用を含む）を全くしない生徒の割合 

 
 

 

 Ｒ６（現状） Ｒ１０目標 

開催回数 ８１７ ８５０ 

参加者数 １０，０１２ １２，０００ 

 Ｒ６（現状） Ｒ１０目標 

月に 1 冊も本を読まない小学生の割合 １３．０ 国の目標値以下 

国の目標値 － ２％以下 

  Ｒ６(現状) Ｒ１０目標 

月に 1 冊も本を読まない中学生の割合 ３３．７ 国の目標値以下 

国の目標値 － ８％以下 

月に 1 冊も本を読まない高校生の割合 ２６．７ 国の目標値以下 

国の目標値 － ２６％以下 

 Ｒ６（現状） Ｒ１０目標 

市立図書館を全く利用しない中学生の割合 ４１．０ ３０ 

市立図書館を全く利用しない高校生の割合 ４０．２ ３０ 

乳幼児期 

小学生 

中高生 

【単位：回、人】 

【単位：％】 

【単位：％】 

【単位：％】 

文部科学省の第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」では、子

どもの発達段階に応じた読書活動の重要性が強調されています。 
乳幼児期には親子の絆を深める読み聞かせが推奨され、小学生の時期には自分で

読む習慣を育成し、中学生及び高校生の時期には多様なジャンルを通じて論理的思
考を養うことが求められています。 

それぞれの段階で適切な読書環境を提供することは、心の成長と学びの基盤を

形成するために不可欠です。こうした段階的なアプローチが、子どもたちの豊かな
心と知識の育成を図る一助となると考え、発達段階ごとに重点方針を定めました。 

これらの重点方針に沿った取組による「目指す姿」の達成に向け、各発達段階に

おいて成果指標を定め、毎年進捗状況を確認していきます。 

※１ 全国学校図書館協議会の示す本 

※２ 全国学校図書館協議会の示す本 
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４ 主要施策《アクション》 

 

本計画では、３つの方向性を具現化するため、主に子どもの読書に関わる場所ごと

に分類し発達段階ごとの重点方針に基づき、次に掲げる主な施策を実施していきます。 
 
 

（１）家庭における読書活動の推進 
家庭での読書活動は、子どもが本と初めて出会う大切な機会です。子どもたちが読

書を楽しみ、その価値を感じられるようにするための施策を推進します。 
 

【主要施策】 
① はじめての絵本事業の推進(継続) 

新生児家庭への訪問事業の際に絵本を贈り、早い時期から読書の大切さを伝える
「はじめての絵本事業」により、子どもたちが初めて本に触れる機会を提供し、幼
児期の読書活動へとより効果的につなげられるよう、取組を継続します。 

また、プレゼントした絵本を使い、講座や交流を通じて読書を楽しむ方法を学ぶ
場を設けます。 

 
② 家読

うちどく

（ファミリー読書）の推進(継続) 

家族で同じ本を読み感想を話し合う、保護者がかつて読んだ本を子どもに勧めて、
子どもが読む、読書カードを活用して読書記録をつけるなど、本を通じてコミュニ
ケーションを図る「家読（ファミリー読書）」について、その重要性を啓発し、家

庭における読書の楽しさとメリットを広める活動を展開します。また、家庭での読
書環境がより充実するよう、電子図書館の利用促進に努めます。 

 
③ 親子で読書に親しむ機会の提供(新規) 

読書の日をはじめとする親子で参加できるイベントを充実させます。また、絵本

を通じて親子で楽しめる講座や読み聞かせ会などを実施し、親子のコミュニケーシ
ョンを深めるとともに、保護者に対し、子どもの読書に対する好奇心を尊重しつつ、

年齢や発達段階に応じた本の選び方などについても啓発を行います。 
 

④ 多様な子どもたちの読書機会の確保のための支援(新規) 

電子図書館を活用して、子どもたちがいつでもどこでも読書を楽しめる環境を整
備します。また、家庭環境や周囲の状況により読書の機会が制限されている子ども

たちを支援するため、児童養護施設や母子生活支援施設、フリースクール、放課後
等デイサービス事業所等に対して、「学校等貸出図書セット」を希望に応じて貸し

出します。さらに、ＳＮＳ等を活用した情報発信により、子どもたちにおすすめの
コンテンツを紹介し、多様な子どもたちの読書活動を支援します。 
 

これらの施策により、家庭での読書活動を推進し、子どもたちが読書の楽しさを
体験できる環境を整備します。 
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（２）学校における読書活動の推進 

学校は、子どもの読書を支援し、読書の重要性を学ぶ場として大きな役割を果た

します。すべての子どもにとって身近な学校図書館の充実をはじめとし、子ども同
士が読書を通して高め合えるよう、学校における読書活動を強化していきます。 
 

【主要施策】 
① 学校図書館のより効果的な利活用の促進(継続) 

学校図書館が「読書センター」「学習センター」「情報センター」としてより機能
し、子どもにとって利用しやすい学校図書館となるよう、学校長、司書教諭、学校

図書館職員などの連携強化・資質向上を図り、図書館資料及びレファレンスサービ
ス機能を充実させ、学校図書館の体制を強化し、より効果的な利活用を促進します。 

 

② 学校、学校図書館と市立図書館との連携強化(継続) 

授業に活用できる図書をパッケージ化した「学校等貸出図書セット」の充実や、

小学校在学中に各学校の実情に応じた市立図書館への見学の実施、学校での読書活
動の取組の掲示、読み聞かせボランティアの派遣、学校図書館と市立図書館の運用
面での連携の検討などを通じて、学校、学校図書館と市立図書館との連携を強化し

ます。また、「北九州市子ども読書の日」などのイベントにおいて、学校と各市立
図書館が協働で実施する企画をさらに充実させます。 

 
③ 学校まるごと図書館の推進(新規) 

学校まるごと図書館の推進により、子どもたちがいつでも本に親しめる環境を整
え、従来の「図書室」に加え、各教室や廊下、空きスペースに読書コーナーを設け、
休み時間や放課後に気軽に読書ができる場を提供します。また、本が身近にある環

境を充実させ、「授業お役立ちブックリスト（小学校版）」や電子図書館を活用する
ことで、読書を日常生活の一部とし、すべての児童生徒に平等な読書機会を確保し、

子どもたちの読書活動をより身近で積極的なものにします。あわせて、これまでも
取り組んできた１０分間読書を推進します。 

 

④ 読書を通じた交流の実施(継続) 

子どもたちが読書の楽しさを分かち合うため、学校内や学校間でのビブリオバト

ルやブックトークなどを実施し、子ども同士の交流を図り、読書をきっかけとした
交流を促進します。 

 
これらの施策を通じて、学校における読書活動を活性化し、子どもたちに読書の

楽しさと価値を伝えていきます。学校図書館が単なる本の貸出場所に留まらず、学

びを支える重要な教育拠点として機能するとともに、子どもたちにとって利用しや
すく、豊かな情報アクセスの場となるよう努めます。 
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（３）市立図書館における読書活動の推進 

市立図書館は、誰にでも開かれた「知」の拠点として、未知の本と出会い、読書

の質を高めるきっかけとなる場所です。一方で、子どもたちは学校や家庭以外にゆ
っくりと落ち着いて過ごせる場所を求めています。これらを実現するために、市立
図書館では、以下の施策により読書活動の推進を図ります。 

 
【主要施策】 

① 多様な子どもたちへの読書機会の確保(継続) 

LL ブックなどのアクセシブルな書籍や電子書籍の充実、またそれらの円滑な利用

を支援することで、特別な支援を要する子どもたちが安心して読書を楽しめる環境
を整えます。また、外国籍の子どもに向けた読み聞かせの実施など、読書のバリア
フリー化とともに、異文化理解の促進を図ります。 

 
② 主体的・探究的な学びへの支援(新規) 

多様なテーマの講座を開設し、子どもたちの学びをサポートします。また、学習
室の利用を促進し、集中して学習できる環境を提供します。 
1 人に１台提供されるタブレット端末を情報提供のツールとして活用し、子ども

たちが主体的に学びを深めるための情報にアクセスできるようにします。 
 

③ 安心して過ごせる居場所づくりの創出(新規) 

くつろげる空間を設置し、子どもたちが安心して過ごせる居場所を提供します。 

「読書コミュニティ」が交流できるスペースを図書館内に設け、子どもたちが他者
と関わりながら読書を楽しむ環境を創出します。 
 

④ 楽しむための各種取組の創意工夫(新規) 

読書の日のイベントの充実や、読書の枠にとらわれない多様な分野と連携した取

組の実施により、読書の楽しさを体験できる機会を提供します。また、中学生を対
象とした地域クラブ(図書クラブ)を発足させ、子どもたちが主体的に読書を楽しむ
コミュニティを形成します。 

 
⑤ 読書ボランティアなどの育成・支援(継続) 

市立図書館や学校等で活動している読み聞かせボランティアなどの育成に取り
組むとともに、ボランティアバンクを活用し、学校や施設等からの要請に対して、

読み聞かせやおはなし会のための人材派遣を行います。 
 
⑥ 主体的に読書活動に関わる子どもの育成、支援(継続) 

子ども司書の養成や活躍できる場の提供、ジュニアサポーター制度の発展など、
主体的に読書活動に関わる子どもを育成し、支援します。 

 
これらの施策を通して、市立図書館が子どもたちの読書や学びの支援を行うとと

もに、安心して過ごせる場となるよう努めます。 
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（４）地域（子育て関連施設、市民センターなど)における読書活動の推進 

地域における読書活動の推進には、家庭、学校、市立図書館のほか、幼稚園・保育

所、放課後児童クラブ、市民センターなど、地域に存在する様々な施設との関わり
や、コミュニティ・スクールの役割を活用することが重要です。これらの連携を強
化するために、以下の施策を進め、地域での読書活動を活性化します。 

 
【主要施策】 

①  幼稚園・保育所等における読書活動の支援(継続) 

幼稚園・保育所等において、絵本の読み聞かせを通して、言葉の響きやリズム、

新しい言葉や表現などに触れる取組を推進し、幼児期からの読書習慣の形成を支援
します。また、家庭でも引き続き読書を楽しめるよう、図書の貸出しを継続して行
います。さらに、直接子どもと触れ合う保育士等に向けた研修会を開催し、幼稚園・

保育所のスタッフに対する読書教育のスキル向上を図ります。 
 

② 子育て関連施設（児童館、放課後児童クラブ、子ども食堂等）、市民センター

等における読書活動の支援(継続) 

放課後児童クラブ、子ども食堂などの子育て関連施設、市民センター等子どもが

集う様々な場所で、絵本の読み聞かせ、図書の貸出しなどを推進します。 
各施設での読み聞かせ活動や図書の貸出制度の推進とあわせて、市立図書館の読

書ボランティアによる「おはなし会」の実施などを通じて、子どもたちが地域で読
書を楽しめる環境を整えます。 

 
③ 文化施設等との相互協力(継続) 

文学館、松本清張記念館、いのちのたび博物館、漫画ミュージアムなどの市内の

文化施設、ＰＴＡ協議会、学校図書館協議会などの団体と相互に連携・協力し、読
書に関連した文化活動を通じて読書の魅力を伝えます。 

 
④ 地元団体・企業などとの協力(新規) 

大学や地元団体・企業との連携を強化し、地域の特性を活かしたイベント協力を

実施します。子どもが集まる様々な施設との相互協力について検討し、新たな連携
先の開拓に努めます。 

 
⑤ コミュニティ・スクールと学校図書館等の連携(新規) 

 コミュニティ・スクールの仕組みを活用し、保護者や地域住民による学校図書館
等での読書活動について、積極的な支援を促進します。 
 

これらの施策を通じて、市立図書館と各地域施設の連携・協力を推進し、地域全
体での読書活動の充実を目指します。 
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５ ３つの方向性・取組の方針・主要施策の関連性 

 

 
 

 
 

 
 
 

（１）家庭、学校、市立図書館、地域における主要施策の概要を「学ぶ」、
「やすらぐ」、「楽しむ」の３つの方向性ごとに整理しました。 

 
【家庭における読書活動の推進】 

 

方向性Ⅰ 学ぶ 
◆ 家庭での読書支援と交流の促進   

絵本の配付を通じて、乳幼児やその家庭にはじめての読書体験を提供し、早
期の読書習慣を育成します。また、絵本の読み聞かせや選び方に関する講座を

提供し、親同士の交流の場を設けます。        主要施策（１）—① 
◆ 読書活動の支援と環境整備   

家庭での読書活動を支援するために、読書カードを使って親子での読書体験

を記録し、感想を共有できるようにします。また、いつでもどこでも読書がで
きる体験をさらに広げるため、電子図書館の利用促進に努めます。 

  主要施策（１）—② 
◆ コミュニケーションと読書体験の拡大    

親子で参加できる読書イベントを充実させ、本を通じた学びの体験を提供し、

親子のコミュニケーションを深めます。また、さまざまな施設へ「学校等貸出
図書セット」の貸出しを行い、子どもたちが平等に読書を楽しめるように支援

します。さらに、子どもたちに向けたおすすめコンテンツや書籍の情報提供を
通じて、読書への興味を広げます。          主要施策（１）—③、④ 

 
方向性Ⅱ やすらぐ 

◆ 親子の絆を深める活動と交流   

親子で参加できる読み聞かせや講座等を通じて、親子の絆を強化し、家庭で
穏やかな読書の時間を過ごせるよう支援します。さらに、親同士の交流を図る

ことで、育児に関する不安を軽減し、安心感を得る機会を提供します。 
主要施策（１）—③ 

◆ どこでも楽しめる読書体験の提供   
電子図書館の利用を促進し、自宅や外出先でも子どもたちが安心して読書を

楽しめる環境を整えます。                主要施策（１）—②、④ 

 

本計画では、家庭、学校、市立図書館、地域の４つの場所で取り組む主要

施策が、３つの方向性「学ぶ」、「やすらぐ」、「楽しむ」と取組の方針(3 つ
の発達段階)「乳幼児期」、「小学生」、「中高生」のどれかに対応しています。 
 それぞれの施策は、家庭、学校、市立図書館、地域の単独で進めるもので

はなく、相互に関連し合い、同時に取組を進行していきます。 
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方向性Ⅲ 楽しむ 
◆ 読書の楽しさを伝える家庭環境の提供          

絵本の配付や読書カードを活用し、子どもたちの想像力を刺激し、読書を楽

しい活動として認識させます。家族全員での読書体験を記録し、振り返ること
で、読書への興味を高めます。            主要施策（１）—①、② 

 ◆ 親子の絆とコミュニケーションを深める活動      

親子で楽しめる読み聞かせやおはなし会への参加を推進し、親子のコミュニ
ケーションを深めます。また、親同士も交流を行うことで新しい繋がりができ

るなど、読書が楽しいコミュニケーションの手段であることを伝えます。 
主要施策（１）—①、②、③ 

◆ アクセスしやすい読書環境の整備           
電子図書館を活用し、どこでもさまざまなジャンルの本にアクセスできる環

境を提供します。また、学校や施設への「学校等貸出図書セット」の貸出しを

通じて、家庭環境に関係なく、より多くの子どもたちが読書を楽しむ機会を増
やします。                     主要施策（１）—④ 

 
【学校における読書活動の推進】 

 

方向性Ⅰ 学ぶ 
◆ 図書館と資料の充実による学びの環境強化 

学校図書館の体制を強化し、資料やレファレンスサービスの充実を図ります。
また、市立図書館との連携を強化し、子どもたちが幅広い分野の知識を得られ

る環境を整備します。                 主要施策（２）—①、② 
◆ 読書を通じた学びの促進と共有 

「授業お役立ちブックリスト」や電子図書館を活用して、教科に関連した読

書を推進し、子どもたちの学びを深めます。さらに、ビブリオバトルやブック
トークなどの交流イベントを実施し、子ども同士で知識を共有し、読書から共

同の学びへ発展するよう導きます。           主要施策（２）—③、④ 
◆ 学校内での読書環境の充実（学校まるごと図書館） 

学校内の各教室や廊下に読書コーナーを設け、子どもたちがいつでもどこで

もすすんで本を手に取って読める環境を整えます。また、学校における読書の
取組を掲示し、学びの意識を高めます。        主要施策（２）—③ 

 
方向性Ⅱ やすらぐ 

◆ やすらぎの読書環境の整備 
図書館を静かで落ち着いた空間とし、子どもたちがリラックスしながら本に

親しめる環境を整備します。             主要施策（２）—① 

◆ 読書による交流と心のつながりの促進 
読み聞かせやブックトークの実施により、子どもたちに心温まる時間を提供

し、読書を通じて他者と交流する機会を作ります。   主要施策（２）—④ 
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方向性Ⅲ 楽しむ 
◆ 図書館の魅力と読書意欲の向上 

学校図書館を魅力ある空間にすることで、子どもたちが積極的に訪れるきっ

かけを作ります。また、市立図書館の見学を通じて新たな発見や探究心を刺激
し、図書館や読書を楽しいものにします。       主要施策（２）—①、② 

◆ 読書環境の充実と資料の多様化 

図書館資料やレファレンスサービスを充実させ、子どもたちが多様なジャン
ルの本を通じて新しい発見を楽しむことができるようにします。さらに、学校

内の読書コーナーや「授業お役立ちブックリスト」の活用により、いつでも気
軽に本に触れられる環境を整えます。         主要施策（２）—①、③ 

◆ 読書を通じたコミュニティ形成 
読み聞かせやビブリオバトル、ブックトークなどの活動を通じて本について

語り合う機会を設け、読書を媒介としたコミュニティ形成を促進し、子ども同

士の交流を深めます。                主要施策（２）—④ 
 

【市立図書館における読書活動の推進】 

 
方向性Ⅰ 学ぶ 
◆ 分け隔てのない学習環境の実現 

多様な背景を持つ子どもたちが、平等に読書に親しみ、学びの幅を広げるこ

とができるよう、読書バリアフリーや電子図書、外国語の書籍の充実などを推
進します。                     主要施策（３）—① 

◆ 主体的な学びを支える講座と情報提供 
多様なテーマの講座を開設し、一人ひとりが興味を持った分野を探究できる

ようサポートします。さらに、学習室の利用促進や図書館の情報提供の充実な

ど、子どもたちが主体的に学びを深めるための環境を整えます。 
主要施策（３）—② 

◆ 地域と連携した学びの推進とボランティア育成 
地域社会とのつながりを通じて子どもたちの学びを広げるとともに、地区図

書館との連携を強化し、地域全体で子どもの読書活動を支えます。また、各種

ボランティア養成講座等の開催により読書ボランティアを育成するとともに、
その後の活躍の場の提供やボランティアバンクを活用した人材派遣を行います。 

                              主要施策（３）—⑤ 

方向性Ⅱ やすらぐ 
◆ 心穏やかに学びを深めるためのスペースと情報 

図書館にくつろげる空間と交流スペースを設置し、子どもたちが心地良い読
書体験とともに、安心して過ごせる居場所を創ります。 主要施策（３）—③ 

◆ 読書を通じた心の安らぎと社会的つながりの強化 
子ども司書の養成やジュニアサポーターの活動拡充により、子どもたちが読

み聞かせの実施や書架整理などを通じて他者にもやすらぎを与える力を育て、
社会とのつながりを実感できるようにします。     主要施策（３）—⑥ 
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方向性Ⅲ 楽しむ 
◆ 学びと交流を楽しむ場の提供 

講座の開催や学習室の利用促進を通じて、子どもたちが知識を深め、学ぶ楽

しさを体験できるようにします。また、くつろげる交流スペースの設置により、
他者とのコミュニケーションを楽しむ場を提供します。 主要施策（３）—②、③ 

◆ イベントとコミュニティ活動の充実 

子どもたちが様々な形で読書に親しめるよう、読書の日やその他の楽しいイ
ベントを充実させます。また、子ども司書やジュニアサポーターの育成、中学

生を対象とした地域クラブ(図書クラブ)の設立を通じて、主体的に読書活動に
関わる子どもを支援し、楽しむ姿勢を育んでいきます。 主要施策（３）—④、⑥ 

 
【地域における読書活動の推進】  

 

方向性Ⅰ 学ぶ 
◆ 読み聞かせ活動と貸出しの推進 

幼稚園や保育所、児童館、放課後児童クラブ、子ども食堂等で読み聞かせを
行い、子どもたちの様々な事柄への興味・関心を育みます。また、図書の貸出
しを推進し、家庭や施設で継続して読書を楽しめるよう支援します。 

◆ 教育関係者向けの研修と啓発活動          主要施策（４）—①、② 
教育関係者向けに効果的な読書支援の方法について研修を行い、保育・教育

現場での学びの質を向上させます。          主要施策（４）—① 
 

方向性Ⅱ やすらぐ 
◆ 読み聞かせによる心地よい時間の提供 

幼稚園や保育所、児童館、放課後児童クラブ、子ども食堂等での読み聞かせ

を通じて、子どもたちが物語の世界を楽しみながら、心の安定や安心感ととも
に、心穏やかな時間を過ごせる環境を整えます。    主要施策（４）—①、② 

◆ 家庭での読書環境の整備 
子育て関連施設での図書の貸出しを推進し、子どもたちが日常生活の中で安

心して読書を楽しむ時間が増えるよう支援します。   主要施策（４）—② 

             
方向性Ⅲ 楽しむ 
◆ 幼稚園・保育所や子育て関連施設での読書文化の育成 

教育関係者向けに研修を開催し、効果的な読書支援の方法を提供するととも

に、幼稚園や保育所、子育て関連施設での読み聞かせ等を通じて、地域全体で
読書文化を育む環境づくりを支援します。       主要施策（４）—①、② 

◆ 地域資源を活用したイベント協力と連携強化 

子育て関連施設、市民センターでの啓発活動を通じて、読書の重要性や楽し
さを広めるとともに、文化施設、大学、地元団体、商業施設等との連携により、

地域の特性を活かしたイベント協力を実施します。さらに、コミュニティ・ス
クールの仕組みを活用し、地域に根ざした読書活動を支援します。 
                        主要施策（４）—③、④、⑤ 
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（２）家庭、学校、市立図書館、地域における主要施策の概要を「乳幼児
期」、「小学生」、「中高生」の発達段階ごとに、整理しました。 
 
 

【家庭における読書活動の推進】 

 
乳幼児期 
◆ 絵本と読書習慣の形成 

乳幼児が早期に絵本に触れる機会を提供し、親子のふれあいや子どもの読書

習慣形成の一助となるよう絵本の配付を行います。また、読み聞かせイベント
を通じて、家庭における読書活動を推進します。    主要施策（１）—①、③ 

◆ 親子の交流と啓発活動 

親子のコミュニケーションを深めるための講座や親同士の交流を促進し、絵
本を読むことの効果や重要性を啓発します。親子参加型のイベントを通じて、

読書への興味を高めます。              主要施策（１）—②、③ 
◆ 読書環境の整備と支援 

いつでもどこでも絵本にアクセスできるように、電子図書館の周知と利用促

進に努めるとともに、乳幼児向けのおすすめコンテンツを紹介し、家庭におけ
る読書習慣形成を支援します。            主要施策（１）—②、④ 

 
小学生 
◆ 読書の重要性啓発と交流促進 

読書の楽しさや重要性を伝える講座を開催し、読書が学力向上や想像力の発
展に寄与することを広く啓発していきます。また、親子での読書時間を奨励し、

家族全員が参加する読書活動の重要性を伝えます。   主要施策（１）—②、③ 
◆ 読書環境の整備と支援 

電子図書館の内容を充実させ、特に、家庭環境や生活環境によって読書の機
会が制限される子どもたちを支援します。また、学校や施設等への「学校等貸
出図書セット」の貸出し拡充により、社会福祉施設や不登校支援施設などにお

ける読書環境の向上に努めます。           主要施策（１）—④ 
◆ イベントと情報提供の充実 

小学生を対象にした読書イベント等を開催し、読書の楽しみを広げます。読
み聞かせを推進することで、読書への興味を深め、理解力や語彙力を高めます。

さらに、おすすめの本やコンテンツを紹介し、子どもの様々な興味や関心を引
き出します。                    主要施策（１）—③ 

 

中高生 
◆ 電子図書館と情報提供の活用 

電子図書館に中学生及び高校生（以下、中高生）向けの書籍を充実させ、学
習や部活動の隙間時間などに、いつでも読書を楽しめる環境を提供します。 

        主要施策（１）—④ 



 

                              

- 30 - 

 

【学校における読書活動の推進】 

 

小学生 
◆ 図書館利用の魅力向上とアクセス拡大 

学校図書館のサポート体制を充実させ、気軽に相談できる環境を作ります。

さらに、市立図書館の見学を通じて、図書館の利用法やその魅力を実感できる
機会を提供します。また、どこでも読書を楽しめるよう電子図書館の利用を推

進します。                    主要施策（２）—①、②、③ 
◆ 読書活動の促進と支援 

小学生向けに興味を引く「学校等貸出図書セット」や「授業お役立ちブック
リスト」を用意し、学校での貸出しや授業に関連した読書を支援します。また、
読み聞かせボランティアを学校に派遣し、本の楽しさを直接伝えることで、子

どもたちの読書への興味・関心を促進します。さらに、学校での読書活動の取
組を市立図書館に掲示し、読書の楽しさを広めます。  主要施策（２）—②、③ 

◆ 読書環境の充実と交流機会の提供 
各教室や廊下、空きスペースに読書コーナーを設け、休み時間や放課後にす

すんで本を手に取って読める環境を作ります。ビブリオバトルやブックトーク

を開催し、小学生同士が自分のお気に入りの本を紹介し合うことで、読書を通
じた交流を深めます。                主要施策（２）—③、④ 

 
中高生 

◆ 学校図書館の機能強化と資料充実 
中高生が自主的に情報を収集し学習を深められるよう、学校図書館のサポー

ト体制を整えます。専門的な資料や進路に関連した図書の充実を図り、幅広い

学習ニーズに応えます。               主要施策（２）—① 
◆ 多様な資料提供と読書環境の整備 

中高生の学習や興味に応じた多様な資料を提供し、情報検索の手助けを行い
ます。教室や廊下に読書コーナーを設け、中学生が授業の合間や放課後にすす
んで本を手に取って読める環境をつくります。さらに、電子図書館を活用し、

場所を選ばず読書が楽しめるようにします。      主要施策（２）—①、③ 
◆ 読書活動の促進と交流機会の提供 

学校での取組を市立図書館に掲示し、その重要性を広く周知します。ビブリ
オバトルやブックトークを実施し、子ども同士が本について語り合う機会を設

け、読書を通じた交流を促進します。          主要施策（２）—④ 
 

【市立図書館における読書活動の推進】 

 
乳幼児期 
 ◆ 学びと交流の場の提供 

絵本の読み聞かせ会や親子参加型の講座を開催し、絵本に親しむとともに、
親同士の交流や情報交換ができる機会を提供します。    主要施策（３）—① 
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◆ 地域連携とイベントによる読書促進 
地区図書館や地域のボランティアと連携し、乳幼児向けの読み聞かせ活動を

支援するとともに、読書ボランティア等の育成に努めます。また、読書の日や
季節に合わせたイベントを企画し、乳幼児が絵本に親しむ機会を提供します。 

                            主要施策（３）—④、⑤ 

小学生 
◆ すべての子どもたちが読書を楽しめる環境の整備 

多言語の書籍を提供し、外国籍の子どもたちの読書の機会を確保します。ま
た、視覚障害やその他の障害を持つ子どもたちのためのLLブックや電子書籍等

を充実させ、すべての子どもが読書を楽しめる環境を整備します。 
主要施策（３）—① 

◆ 学びと交流の場の充実 

多様なテーマの講座を開設し、子どもたちの探究心を刺激します。図書館内
に集中して学習できる静かな環境を作るとともに、リラックスできるスペース

を設け、読書をしながら友達と交流できる場を提供します。 
                         主要施策（３）—②、③ 

◆ 地域連携とイベントによる読書推進 
地区図書館と協力して読書の日や季節に合わせたイベントを企画し、地域全

体で読書活動を盛り上げ、読書や本に親しむ機会を提供します。さらに、小学

5・6年生を対象に子ども司書養成講座を実施し、学校や地域における読書活動
推進のリーダーを育成します。            主要施策（３）—④、⑥ 

 
中高生 
◆ だれもがアクセスしやすい学習環境の提供 

多様なバックグラウンドを持つ中高生のために、電子書籍や多言語の資料を
充実させ、障害を持つ学生も利用できるバリアフリー環境を整備します。さら

に、静かで集中できる学習室を提供し、進学やキャリアに役立つ情報を集めた
コーナーを設置することで、幅広い学習支援を行います。主要施策（３）—①、② 

◆ 講座やイベントによる学びと読書コミュニティの形成 

中高生の興味に応じたテーマの講座を開設し、学習の幅を広げるとともに、
読書の日や季節に合わせたイベントにおいて、中高生が読書や本に親しむ機会

をつくります。また、中学生対象の図書クラブを地域クラブとして発足させて、
主体的に読書を楽しむコミュニティを形成します。   主要施策（３）—②、④ 

◆ 安心できる居場所とコミュニティ活動の推進 
図書館内にリラックスできる空間や交流スペースを設け、中高生が学校や家

庭以外で安心して過ごせる居場所を提供します。特に、グループ学習や話し合

いができる“会話が可能な学習スペース”の整備を検討し、多様な学習スタイ
ルに対応します。また、ジュニアサポーター活動を通じて、図書館業務を補助

しながら実務経験を積む機会を作ります。さらに、中学生を対象に子ども司書
養成講座を実施し、読書活動推進のリーダーを育成します。 
                         主要施策（３）—③、⑥ 
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【地域における読書活動の推進】 

 

乳幼児期 
◆ 読み聞かせと貸出しの推進 

幼稚園や保育所での読み聞かせや絵本の貸出しを推進し、初期の読書習慣形

成を支援します。                  主要施策（４）—① 
◆ 研修と情報提供による教育者支援 

幼稚園や保育所関係者向けに、乳幼児の発達に応じた本の選び方や読み聞か
せの方法に関する研修を開催し、保育現場での子どもの読書活動推進のための

スキルアップを図ります。              主要施策（４）—① 

 

小学生 

◆ 読み聞かせと貸出しの推進 
放課後児童クラブ、子ども食堂等の子育て関連施設、また、市民センター等

での読み聞かせや本の貸出しを推進し、子どもたちが身近な施設で読書を楽し
むことができるよう、地域全体で子どもの読書活動を支援する体制を整えます。 
                         主要施策（４）—②  

小学生・中高生 
◆ 地域連携によるイベント協力とコミュニティ・スクールの活用 

文化施設、大学、商業施設等と連携したイベント協力を実施し、読書や本に
親しむ機会を提供します。また、コミュニティ・スクールの仕組みを活用し、

保護者や地域住民との協力により、地域に根ざした読書文化を育みます。 
                        主要施策（４）—③、④、⑤ 
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北九州市子ども読書プラン（第５次北九州市子ども読書活動推進計画） 策定の経過 

 

 

 

 令和７年 １月  「北九州市子ども読書プラン」に関するアンケート調査 

 

      ５月  策定について報告 

          市議会常任委員会にて、計画の策定について報告 
 

      ５月  たたき台の提示 

          〇北九州市子ども読書活動推進会議（５月中旬） 

 

      ８月  素案の提示・報告 

          〇北九州市子ども読書活動推進会議（８月上旬） 

          〇北九州市教育委員会会議（８月下旬） 
          〇市議会常任委員会（９月） 

 
     １０月  市民意見募集  

 

 令和８年 ３月  最終案の公表 

          市議会常任委員会にて、計画の最終案を報告 

 
 令和８年 ３月  策定 

 

 令和８年 ４月～ 施行 
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北九州市子ども読書活動推進会議 委員名簿 

（敬称略、令和８年３月現在） 

 

 
区分 氏名 所属等 

１ 学識経験者 山元
やまもと

 悦子
え つ こ

 福岡教育大学 教授 

２ 学識経験者 河野
か わ の

 智
とも

文
ふみ

 福岡教育大学 教授 

３ 学識経験者 藏内
くらうち

 保
やす

明
あき

 九州共立大学 特任教授 

４ 学校等代表者 田丸
た ま る

 陛子
の り こ

 
北九州市学校図書館協議会 副会長 
大蔵中学校 校長 

5 学校等代表者 上満
うえみつ

 佳子
よしこ

 
北九州市学校図書館協議会 会長 
吉田小学校 校長 

6 学校等代表者 井上
いのうえ

 弘之
ひろゆき

  
北九州市立特別支援学校図書館担当 
八幡特別支援学校 校長 

7 学校等代表者 中村
なかむら

 仁
じん

 
北九州市私立幼稚園連盟  
常任理事 

8 学校等代表者 重國
しげ くに

 香
かおり

 北九州市保育所連盟 理事  

9 ＰＴＡ代表 本田
ほ ん だ

 裕樹
ひ ろ き

 北九州市ＰＴＡ協議会 理事 

10 図書館・読書ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 川嶋
かわしま

 洋子
よ う こ

 「ブックネットワーク北九州」所属 

11 図書館・読書ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 二田
に た

水
みず

 ゆかり 「おはなしどうぶつじま」所属 

12 地域代表 吉村
よしむら

 敦子
あ つ こ

 
北九州市立中央中学校国型コミュニティ
ースクール地域学校協働活動推進員 

13 市民  鶴田
つ る た

 弥生
や よ い

 公募委員 

14 市民 前田
ま え だ

 彩乃
あ や の

 公募委員 

 



 

北九州市子ども読書プラン 

≪第５次北九州市子ども読書活動推進計画≫ 

 
北九州市教育委員会子ども図書館 

〒803‐0813 北九州市小倉北区城内４番１号 

TEL：093‐571‐0011  FAX：093‐571‐0021 

電子メール：kyou-kodomotosho@city.kitakyushu.lg.jp 

 

mailto:kyou-kodomotosho@city.kitakyushu.lg.jp


第５次 北九州市子ども読書プラン ～市民全体で取り組む子どもの読書～ 【概要版】   計画期間：令和８年度～令和１０年度 

 

 

アクション/主要施策 

≪成果指標≫ 乳幼児期 

市立図書館での読み聞かせやおはなし会の開催回数 

 及び参加者数 

≪成果指標≫ 中高生 

月に１冊も本を読まない中学生・高校生の割合 

市立図書館を全く利用しない中学生・高校生の割合 

≪成果指標≫ 小学生 

月に１冊も本を読まない小学生の割合 

子どもの読書活動の主な課題 

・【読書量】児童生徒の４割が、ほとんど本を読まない（10 分以下） 

・【図書館利用】利用頻度が低く、活用用途が限られている 
 → ほとんど利用しないが７割以上 中高生は学習室の利用に偏る 

・【本の活用】調べたり学んだりするための活用が少ない 

・【ニーズの多様化】居場所づくり 読書バリアフリーなど 
 → 多様な子どもたちへの読書機会の確保 安心してくつろげる場 

子どもの読書活動を取り巻く環境の変化 

・読書バリアフリー法の施行  

・令和の日本型学校教育の推進 ・ＧＩＧＡスクールの推進 

・こどもまんなか社会の実現 

・北九州市教育大綱、「北九州市こどもまんなか教育プラン」 

「北九州市立図書館基本計画」等に基づいた子どもの読書

活動の一層の推進 

取 組 の 方 針  

主
要
施
策 

① はじめての絵本事業の推進 
・絵本の配付 ・講座、交流促進 ・啓発活動 

② 家読（ファミリー読書）の推進 
・読書カード ・電子図書館 ・啓発活動 

③ 親子で読書に親しむ機会の提供 
 ・イベントの充実 ・読み聞かせの推進 

④ 多様な子どもたちの読書機会の確保のための支援 

 ・電子図書館 ・貸出しの充実（学校等貸出し図書セット

の利活用）・情報提供（ｺﾝﾃﾝﾂ紹介等） 

 

第４次子ども読書プランの主な成果 

・絵本パック配布《配布率９９％》→ 家読の充実 

・本市独自に子ども読書の日の設定→ 読書に取り組む機運の醸成 

・子ども司書・ジュニアサポーターの養成→  コアフアンの増加 

・子ども電子図書館オープン《R３．４》→ 一人一台端末の有効活用 

どこでも読書できる環境の確立など 

①学校図書館のより効果的な利活用の促進 
 ・学校図書館の体制強化、図書館資料及びレファレンスサービス機能の充実 

②学校、学校図書館と市立図書館との連携強化 
 ・市立図書館の見学 ・学校の取組みの掲示 

・読み聞かせボランティアの派遣  

・学校等貸出図書セットの利活用 

③学校まるごと図書館の推進 
 ・本が身近にある環境の充実 ・授業お役立ちブックリストの活用  

・電子図書館の活用     ・１０分間読書の推進 

④読書を通じた交流の実施 
 ・ビブリオバトル、ブックトーク等の実施 

① 多様な子どもたちへの読書機会の確保 
・読書バリアフリー、電子図書、外国籍対応等 

② 主体的・探究的な学びへの支援  
・講座の開設 ・学習室利用促進 ・情報提供 

③ 安心して過ごせる居場所づくりの創出 
・くつろげる、交流する空間の設置 

④ 楽しむための各種取組の創意工夫 
    ・読書の日イベント充実 ・その他イベントの開催 

・地域クラブ（図書クラブ）の設立 
⑤ 読書ボランティアなどの育成・支援 
・地区図書館との連携強化 ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞﾝｸの活用 

⑥ 主体的に読書活動に関わる子どもの育成、支援 
・子ども司書養成、ジュニアサポーター 

① 幼稚園・保育所等における読書活動の支援 
・読み聞かせ、貸出の推進、 

・研修の開催、情報提供 

② 子育て関連施設（児童館、放課後児童クラ

ブ、子ども食堂等）、市民センター等におけ

る読書活動の支援 
 ・読み聞かせ、貸出の推進、啓発活動 

③ 文化施設等との相互協力 
 ・イベント協力 等 

④ 地元団体・地元企業などとの協力 
・大学、商業施設とのイベント協力等 

⑤ コミュニティ・スクールと学校図書館等の連携 
 ・地域による学校図書館等の読書活動支援 

●本との出会いを楽しみにする子ども ●本から学び、知ることの喜びを感じる子ども ●読書の楽しさ、大切さを知り、発信でき、生涯に渡って読書に親しもうとする子ども 

すべての子どもが、日々の生活の中ですすんで本を手に取って読み、子ども同士や家族などと楽しく語り合う日常 

読書の意義 
●子どもの、新しいことを知りたい、理解したいという「知的好奇心」を育むもの 

●読解力、表現力、思考力、想像力、問題解決力など多くの「生きる力」を身に付けることに役に立つもの 

学校における 
読書活動の推進 

 
地域（子育て関連施設、市民センターなど） 

における読書活動の推進 

市立図書館における 

読書活動の推進 

家庭における 
読書活動の推進 

ビジョン/目指す姿 

 
すべての子どもが、日々の生
活の中ですすんで本を手に取
って読み、子ども同士や家族
などと楽しく語り合う日常 

やすらぐ 
好きな本に触れな
がら、心安らぐひ
とときを提供 

学ぶ  
知識を広げ、心を
豊かにし、自分自
身の成長を促進 

楽しむ 
読書によるつながり
「読書コミュニテ
ィ」を通して楽しく
豊かな生活を創出 

ミッション/方向性 

目 指 す 姿 

３つの方向性 学ぶ ＜本で学ぼう＞ やすらぐ ＜本を手にくつろごう＞ 楽しむ ＜読書を楽しもう＞ 

乳幼児期 ・早期に本に親しむ習慣がつくよう、家庭や関係機関相互の連携を深める                 
小 学 生 ・絵本から児童書への円滑な移行をすすめる ・読書の幅を広げ、日常的に読書に親しめるようにする  
中 高 生 ・多様な目的やニーズに対応し、主体的に図書館や本を利活用して学びを広げることができるようにする   

各発達段階における 

重点方針 

成 果 指 標 


